
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

ＰＴＢ有識者懇談会からのメッセージ第 7弾 
 

現在のパチンコ業界の状況は、市場の低迷や店舖間の競争激化、来店客数減少等が続く上、射幸

性を低下させる措置も加わり、新しい顧客の開拓を含めて、苦戦し、厳しい環境下におかれております。 

 

 2007年 7月に発足した PTB有識者懇談会は、このような業界の状況を改善するため、2008年 6

月 30日に、第 1回「有識者懇談会からのメッセージ」を発表して以来、6回にわたりメッセージを発表し

てきました。今回、従来のメッセージを踏まえると共に、最近の状況を鑑み、簡潔に、以下の最終メッセ

ージを発表致します。 

 

 

◆間もなく IR実施法案（カジノ法案）が実施に向けて動き出す事になるでしょう。その時には、カジノ運営

に関わる欧米、アジアの大企業が、曖昧なルールの下にあるパチンコ産業に対して、厳しい指摘をし、

その顧客を横取りしていこうとする可能性が考えられます。 

パチンコは、カジノとは明確に違う遊技であることを、世論を味方に出来る方向で、丁寧に取り組んで

いくべきであり、その違いを社会に発信していくことが大切です。 

その中で、パチンコ依存問題への取り組みは、各店舗で、実態を踏まえながら、具体的、また誠実に、

実施していく必要があります。顧客から、「パチンコ・パチスロアドバイザー」の腕章を付けるなど一目で

判るような体制を、丁寧に作り上げるべきでしょう。 

 

◆現在の風適法とその実施策は、カジノ関連法制と比較すると 三店方式や釘の問題など、内容があ

いまいな上、事業者の自由な創意・工夫を活かせるものとはなっていません。市民目線に立った健全

な業界発展のため、産業育成の観点に立ち、法的あいまい性を可能な限り排除する方向で、新たな

パチンコ法制を実現するよう、関係者の協力体制を作っていくことを真剣に考えて行くべきでありま

す。 

 

◆地域との共存、楽しい、ワクワクとする遊技として、また、地域に存在感を示せる店舖として、1回当た

り、３千円位の料金で、何時間か遊べるような遊技機を、中核に設置して、店舖運営していくべきでは

ないでしょうか。また、地域社会とのコミュニケーションを、双方向で、今まで以上に行う必要がありま

す。それは、広告ばかりでなく、さまざまな方法で、パチンコ店の現在の本当の姿を知って戴くことにつ

ながるものであり、地域住民の共感や理解につながるはずです。  
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◆健全な業界発展のためには、パチンコ機械メーカーのホール企業への協力が欠かせません。そのた

め機械メーカー優位の取引関係を是正する必要があり、独占禁止法の厳正な適用を求めます。 

 

パチンコ業界は、第二次世界大戦後、約70年の間、多くの紆余曲折がありながらも、約25万人の雇

用を生み出し、売上 30兆円といわれた市場と 3千万人の顧客に楽しんで戴いてきました。 

 

 

このような大衆娯楽の王様とも言われた時代を経てきた歴史や現実を考えてみると、現状は厳しいも

のの、パチンコ産業としての原点を振り返り、これからの革新に向けての方策を、知恵を絞って、創意

工夫を重ねていけば、必ずや、地域に密着した大衆娯楽産業として、存続・発展することが可能と確

信しております。  

以上 

 

平成 30年 3月吉日 
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